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(57)【要約】
　　【課題】小型化を図りつつ、冷蔵庫の上下に間隔を
あけて並設した冷蔵室扉及び冷凍室扉を施錠することの
できる鍵構造の提供。
　　【解決手段】冷蔵室扉５と冷凍室扉６との間に保持
金具１１を設ける。保持金具１１の一側板１１ａと他側
板１１ｂとを間隔をあけて設ける。一側板１１ａ及び他
側板１１ｂに、係合孔２１及び挿通孔２２をその中心軸
線を合わせて形成する。冷蔵室扉５に第１ロックピン９
を移動自在に設ける。一側板１１ａと他側板１１ｂとの
間に第２ロックピン１２をスライド自在に保持する。第
１ロックピン９を上動させて保持金具１１の係合孔２１
に係合させることにより、冷蔵室扉５を施錠する。第１
ロックピン９で第２ロックピン１２を上動させて、挿通
孔２２から突出させることにより、冷凍室扉６に係合さ
せて施錠する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仕切壁を挟んでその両側に並設された第１扉及び第２扉を連動して施解錠するための鍵
構造であって、両扉間の仕切壁の前面に取り付けられた止め部材と、該止め部材に係合し
て第１扉を施錠するよう第１扉に移動自在に設けられた第１ロックピンと、第２扉の周縁
端面に凹設された係合凹部に係合して第２扉を施錠するよう、前記両扉間に移動自在に設
けられた第２ロックピンとを備え、第１ロックピンが前記止め部材に係合して施錠する際
に、第２ロックピンを押動して第２扉の係合凹部に係合させるよう設定されたことを特徴
とする鍵構造。
【請求項２】
　前記止め部材に、第１扉の閉状態で、第１ロックピンを挿抜させる係合孔が貫通形成さ
れ、該止め部材の第２扉側に第２ロックピンを移動自在に保持する保持部材が設けられ、
前記保持部材の第２扉との対向面に第２ロックピンを第２扉側に出没させる挿通孔が形成
され、第１扉及び第２扉の閉状態で第１ロックピン及び第２ロックピンの軸線が合うよう
、前記係合孔と挿通孔とが、その中心軸線を合わせて形成されたことを特徴とする請求項
１に記載の鍵構造。
【請求項３】
　第１扉に第１ロックピンを移動操作する回転式錠前が設けられ、該回転式錠前は、施解
錠操作により回転軸周りに回転可能な回転レバーを備え、該回転レバーの先端が第１ロッ
クピンに回転自在に連結され、前記回転レバーは、施錠時にその回転中心が第１ロックピ
ンの軸線の延長線上からずれて位置するよう設定されたことを特徴とする請求項１又は２
に記載の鍵構造。
【請求項４】
　前記止め部材に、第１扉側から第２ロックピンを移動操作するための操作窓穴が形成さ
れたことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の鍵構造。
【請求項５】
　仕切壁を挟んで第１貯蔵室および第２貯蔵室が設けられ、第１貯蔵室を開閉する第１扉
と、第２貯蔵室を開閉する第２扉とを連動して施解錠する請求項１～４のいずれかに記載
の鍵構造を備えたことを特徴とする冷蔵庫。
【請求項６】
　第１貯蔵室および第２貯蔵室の施錠状態又は開錠状態を電子的に検知する検知部を備え
、該検知部に、第２ロックピンの上下動によって作動するスイッチが設けられたことを特
徴とする請求項５に記載の冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、並設された二つの扉を連動して施解錠するための鍵構造及びこれを備えた冷
蔵庫に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、冷蔵室及び冷凍室を有する冷蔵庫は、その両室がそれぞれ別の扉で開閉される
ようになっており、特許文献１には、冷蔵庫の二つの扉を一度の施錠操作で施錠する鍵構
造が開示されている。図９に特許文献１の冷蔵庫に設けられた鍵構造を示す。
【０００３】
　鍵構造１０１は、上部扉１０２と下部扉１０３との間に配されたロック金具１０４と、
上部扉１０２に形成された係合凹部１０５と、下部扉１０３に設けられたロックピン１０
６とを備え、そのロックピン１０６を上動させて、ロック金具１０４を貫通させると共に
係合凹所１０５に係止することにより、冷蔵庫の二つの扉を一度の施錠操作で施錠するよ
うになっている。
【特許文献１】特開平６－２８１３２０号公報（段落番号００１１、図４）
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上部扉と下部扉との間の仕切壁に冷蔵庫のコントロールボックスを配置する
など、両扉の間隔を広く設定することがある。このような場合、特許文献１に示すように
、下部扉のロックピンを上部扉に係止するような鍵構造では、ロックピンを長くすると共
にその移動量を大きくする必要があり、その分、鍵構造が大型化して、操作が重くなるな
どの操作性の低下や、動作不良、さらには量産性の低下などを生じるおそれがある。
【０００５】
　本発明は、小型化を図りつつ、間隔をあけて並設された二つの扉を一度の施錠操作で施
錠することのできる鍵構造及びこれを備えた冷蔵庫の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明に係る鍵構造は、仕切壁を挟んでその両側に並設され
た第１扉及び第２扉を連動して施解錠するための鍵構造であって、両扉間の仕切壁の前面
に取り付けられた止め部材と、該止め部材に係合して第１扉を施錠するよう第１扉に移動
自在に設けられた第１ロックピンと、第２扉の周縁端面に凹設された係合凹部に係合して
第２扉を施錠するよう、前記両扉間に移動自在に設けられた第２ロックピンとを備え、第
１ロックピンが前記止め部材に係合して施錠する際に、第２ロックピンを押動して第２扉
の係合凹部に係合させるよう設定されたことを特徴とする。
【０００７】
　上記構成によれば、施錠時に第１ロックピンを移動させて止め部材に係合させることに
より、第１扉を施錠することができる。このとき、第１ロックピンの止め部材への係合時
に、第１ロックピンが第２ロックピンを押動し、第２ロックピンを第２扉の係合凹部に係
合させて第２扉を施錠する。そのため、一度の施錠操作で第１扉および第２扉を施錠する
ことができる。
【０００８】
　具体的には、第１ロックピンの係合側先端の移動軌跡と、第２ロックピンの基端側の移
動軌跡とが重なるように設定するのが好適である。この場合、第１ロックピンが止め部材
に係合する際、第１ロックピンが第２ロックピンを押動して第２扉の係合凹部に係合させ
るので、従来のように、第１ロックピンを第２扉に至るまで移動させる必要がなく、第１
扉と第２扉との間隔が広い場合であっても、第１ロックピンをわずかに移動させるだけで
両扉を施錠することができる。そのため、第１ロックピン及び第２ロックピンの移動量を
小さくすると共に、第１ロックピン及び第２ロックピンの合計長さを短くすることができ
、鍵構造の小型化を図ることができる。
【０００９】
　第１ロックピンおよび第２ロックピンの移動軌跡は、直線状あるいは曲線状のいずれで
あってもよく、例えば、直線状同士の組み合わせ、また、曲線状同士の組み合わせ、さら
には、直線状と曲線状の組み合わせのいずれをも採用可能である。
【００１０】
　直線状同士の組み合わせとしては、第１ロックピン及び第２ロックピンは、第１扉及び
第２扉の閉状態で、両扉の板面方向で直線状に移動可能で、かつ、両ロックピンの中心軸
線が一致するように配列された組み合わせを例示することができる。
【００１１】
　この場合、両ロックピンの移動軌跡が直線状であるため、簡単な構造の鍵構造となる。
また、冷蔵庫の扉に適用した場合、第１ロックピンの移動軌跡が直線状であるため、曲線
状の移動軌跡に比べて、断熱壁内に形成する移動空間量を小さくすることができる。
【００１２】
　また、両扉を仕切る仕切壁の前面に取り付けられる止め部材には、第１扉の閉状態で、
第１ロックピンを挿抜させる係合孔が貫通形成され、該止め部材の第２扉側に第２ロック
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ピンを移動自在に保持する保持部材が設けられ、前記保持部材の第２扉との対向面に第２
ロックピンを第２扉側に出没させる挿通孔が形成され、第１扉及び第２扉の閉状態で第１
ロックピン及び第２ロックピンの軸線が合うよう、前記係合孔と挿通孔とが、その中心軸
線を合わせて形成された鍵構造を採用することができる。
【００１３】
　上記構成によると、第１扉及び第２扉の閉状態で第１ロックピン及び第２ロックピンの
軸線が合うよう、止め部材の係合孔と保持部材の挿通孔とが、その中心軸線を合わせて形
成されているので、第１ロックピンを中心軸線に沿って移動させるだけで、第２ロックピ
ンをスムーズに押動して第２ロックピンを第２扉の係合凹部に係合することができる。
【００１４】
　ここで、保持部材は、第１扉側に配置され第１ロックピンの侵入を許容する貫通孔を有
する一側板と、第２扉側に配置され挿通孔を有する他側板とを備え、両板間に第２ロック
ピンを収納保持することができる。
【００１５】
　上記構成によると、一側板と他側板との間で第２ロックピンを確実に収納保持すること
ができる。
【００１６】
　この場合、保持部材を止め部材とは別個に設けてもよいが、保持部材の一側板が止め部
材と兼用され、一側板の貫通孔が止め部材の係合孔とされた鍵構造を採用することができ
る。
【００１７】
　上記構成によると、構成部材点数を少なくすることができ、コンパクトな鍵構造を提供
することができる。
【００１８】
　さらに、一側板と他側板とは、一枚の板材を折り曲げ形成して構成することができる。
これにより、保持部材を簡単に製作することができる。
【００１９】
　また、一側板と他側板との中間位置に第２ロックピンを移動自在に案内する案内孔付き
の中間板が介在された構成とすることもできる。中間板の存在により、第２ロックピンを
確実に案内することができる。
【００２０】
　この場合、一側板、他側板および中間板は、一枚の板材を折り曲げ形成して構成するこ
とができる。保持部材を簡単に製作することができる。
【００２１】
　また、第２ロックピンの基端部に、保持部材の一側板に当接して第２ロックピンの係合
孔側への移動を規制するストッパを形成することができる。このストッパにより、第２ロ
ックピンが止め部材の係合孔から抜き出るのを防止することができる。
【００２２】
　また、第１扉および第２の扉の配列は、上下左右いずれの方向であってもよい。第１扉
の上方に第２扉を配置した構成を採用した場合、第２ロックピンは、施錠時の第１ロック
ピンによる押し上げ動作で上向きに移動し、解錠時の第１ロックピンの下降動作により、
自重によって下向きに移動するよう、保持部材に保持される。
【００２３】
　この構成によると、解錠時には第１ロックピンを解錠方向に操作するだけで、第２ロッ
クピンは自重により解錠位置に戻ることができ、一度の解錠操作で両扉を解錠することが
できる。
【００２４】
　この場合、第２ロックピンを解錠側に付勢する付勢手段を設けることができる。これに
より、第２ロックピンを確実に解錠位置に戻すことができる。
【００２５】



(5) JP 2010-38431 A 2010.2.18

10

20

30

40

50

　第１ロックピンを移動操作する手段としては、種々の方式を採用することができる。例
えば、回転式錠前の場合、施解錠操作により回転軸周りに回転可能な回転レバーを備え、
該回転レバーの回転動作に連総して第１ロックピンが直線移動するように構成することが
できる。この場合、回転レバーは、施錠時にその回転中心が第１ロックピンの軸線の延長
線上からずれて位置するよう設定することができる。
【００２６】
　上記構成によると、回転レバーを施錠時にその回転中心と第１ロックピンの軸線の延長
線上に配置すれば、第１ロックピン又は第２ロックピンが解錠操作で各種部材に引っ掛か
った場合、解錠しようとしても第１ロックピンの軸線方向の移動が規制されるが、施錠時
に回転レバーの回転中心が第１ロックピンの軸線の延長線上からずれて位置するよう設定
されているので、第１ロックピンを軸線方向に強制的に移動させることができ、解錠操作
をスムーズに行うことができる。
【００２７】
　また、係合凹部の前面壁は前側に広がる前斜面とされ、第２ロックピンは、その施錠状
態で、前記係合凹部の底部と第２ロックピンの上端との間に空間が生じるように設定され
、前記第２扉の周縁と前記保持部材との間に形成される隙間は、第２ロックピンを操作す
る治具を、前方から係合凹部の前傾斜面に沿って挿入可能な寸法に設定された構成とする
こともできる。
【００２８】
　上記構成によると、第１ロックピンや第２ロックピンが各種部材に引っ掛かり、解錠で
きない場合でも、第２扉の周縁と保持部材との隙間から係合凹部の前傾斜面に沿って治具
を挿入し、その先端を係合凹部の底部と第２ロックピンとの隙間に侵入させるだけで、第
２ロックピンを強制的に押し下げて解錠することができる。この場合、第１ロックピンが
解錠しない場合に特に有効である。
【００２９】
　さらに、止め部材に、第１扉側から第２ロックピンを移動操作するための操作窓穴が形
成されたことを特徴とする。
【００３０】
　上記構成によると、第１ロックピンが解錠された場合でも第２ロックピンが解錠動作し
ないときがある。このとき、上述ように、保持部材と第２扉の隙間から治具を挿入して解
錠することもできるが、止め部材に形成された操作窓穴から手指を挿入し、第２ロックピ
ンを強制的に解錠方向に移動させることができる。この場合、第１ロックピンはすでに解
錠位置にあるので、第１扉を開放して止め部材の操作窓穴から第２ロックピンを操作する
ことになる。
【００３１】
　このような鍵構造は種々の機器に適用することができるが、仕切壁を挟んで第１貯蔵室
および第２貯蔵室が設けられ、第１貯蔵室を開閉する第１扉と、第２貯蔵室を開閉する第
２扉とを連動して施解錠する鍵構造を備えた冷蔵庫に適用するのが好ましい。
【００３２】
　このような冷蔵庫に適用すれば、結露が発生しやすい仕切壁に設けた鍵構造であっても
、ロックピンをスムーズに動作させることができ、万一、ロックピンの動作が不完全であ
っても、これを是正することができる。
【００３３】
　さらに、上記の鍵構造を備えた冷蔵庫は、第１貯蔵室および第２貯蔵室の施錠状態又は
開錠状態を電子的に検知する検知部を備え、該検知部に、第２ロックピンの上下動によっ
て作動するスイッチが設けられた構成とすることもできる。
【００３４】
　上記構成によると、第２ロックピンの上下動によって貯蔵室の施錠状態又は開錠状態を
検知し、その電子情報に基づいて、例えば、施錠時に節電モードや盗難防止用のセキュリ
ティーモードに設定するなどの電子制御が可能になる。
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【発明の効果】
【００３５】
　　以上のとおり、本発明によると、第１ロックピンの移動軌跡の係合側先端部と、第２
ロックピンの移動軌跡の一部とが重なるように設定され、第１ロックピンが止め部材に係
合する際、第１ロックピンが第２ロックピンを押動して第２扉の係合凹部に係合させるの
で、従来のように、第１ロックピンを第２扉に至るまで移動させる必要がなく、第１扉と
第２扉との間隔が広い場合であっても、第１ロックピンをわずかに移動させるだけで両扉
を施錠することができる。そのため、第１ロックピン及び第２ロックピンの移動量を小さ
くすると共に、第１ロックピン及び第２ロックピンの合計長さを短くすることができ、鍵
構造の小型化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を図面を用いて説明する。図１は本発明に係
る鍵構造を備えた冷蔵庫の正面図、図２は鍵構造の正面図（解錠状態）、図３は鍵構造の
正面図（施錠状態）、図４は鍵構造の側面図（解錠状態）、図５は鍵構造の側面図（施錠
状態）である。
【００３７】
　図６は保持金具を示す図で、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は底面図、（ｄ
）はＡ－Ａ断面図である。図７は一枚の板材から保持金具を折り曲げ形成して組み立てる
手順を示す図である。
【００３８】
　冷蔵庫１は、断熱仕切壁２で仕切られた下貯蔵室及び上貯蔵室と、これら上下の貯蔵室
を開閉する第１扉と第２扉とを備えている。下貯蔵室は冷蔵室３であり、上貯蔵室は冷凍
室４となっている。第１扉は、下側の冷蔵室３の前面開口を開閉する冷蔵室扉５である。
第２扉は、上側の冷凍室４の前面開口を開閉する冷凍室扉６である。
【００３９】
　両貯蔵室を仕切る仕切壁２の前面には、この冷蔵庫１の温度制御などを行うための操作
部７と、冷蔵室扉５及び冷凍室扉６を施錠する鍵構造８の保持金具１１とを備えている。
【００４０】
　操作部７は、冷蔵室扉５と冷凍室扉６との間の断熱仕切壁２の前方に配置され、後側の
保持金具１１に取り付けられる。
【００４１】
　鍵構造８は、冷蔵庫１の前面側中央部で冷蔵室扉５の上部から冷凍室扉６の下部に至る
部位に設けられる。そして、鍵構造８は、上下に離れて並設された冷蔵室扉５及び冷凍室
扉６を一の操作で施錠又は解錠することができる構造になっている。
【００４２】
　具体的な鍵構造８は、冷蔵室扉５に上下方向に移動自在に設けられた第１ロックピン９
と、第１ロックピン９を移動操作する回転式錠前１０と、冷蔵室扉５と冷凍室扉６との間
の仕切壁２の前面に配置された保持金具１１と、冷凍室扉６の下面に凹設された係合凹部
１４に係合して冷凍室扉６を施錠するよう、移動自在に設けられた第２ロックピン１２と
を備え、図５に示すように、第１ロックピン９が保持金具１１に係合して施錠する際に、
第２ロックピン１２を押動して冷凍室扉６の係合凹部１４に係合させるために、第１ロッ
クピン９の係合側先端の移動軌跡Ｓ１と、第２ロックピン１２の基端側の移動軌跡Ｓ２と
が重なるように設定されている。
【００４３】
　保持金具１１は、冷蔵室扉５の閉状態で、第１ロックピン９を挿抜させる係合孔２１が
貫通形成される止め部材と、止め部材の第２扉側に第２ロックピン１２を移動自在に保持
する保持部材とを備えている。
【００４４】
　本実施形態では、保持金具１１は、止め部材および保持部材が一体的に折り曲げ形成さ
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れてなる。すなわち、保持金具１１は、一枚の金属板からなる金属製のブランクを略「の
」字形に折り曲げることにより、内側から外側に向けて、中間板１１ｃ、前側の前板１１
ｅ、上側の他側板１１ｂ、後側の後板１１ｄ、下側の一側板１１ａが配列されてなる。
【００４５】
　下側の一側板１１ａと上側の他側板１１ｂとの間には第２ロックピン１２が収容保持さ
れる。後板１１ｄは、その左右両側に突出する取付片１１ｆが断熱仕切壁２の前面にビス
留めされる。
【００４６】
　下側の一側板１１ａに、冷蔵室扉５の閉状態で第１ロックピン９を下側から挿抜させる
係合孔２１が形成される。この一側板１１ａは、第１ロックピン９を係合する係合孔２１
を有する止め部材として機能し、かつ、第２ロックピン１２を収容保持する保持部材とし
ても機能する。そのため、係合孔２１は、冷蔵室扉側に配置され第１ロックピン９の侵入
を許容する貫通孔としても機能する。
【００４７】
　上側の他側板１１ｂは、冷凍室扉との対向しており、第２ロックピン１２を冷凍室扉側
に出没させる挿通孔２２が形成されている。
【００４８】
　中間板１１ｃは、一側板１１ａと他側板１１ｂとの中間位置に配置され、第２ロックピ
ンを移動自在に案内する案内孔２３が形成されている。前記一側板１１ａ、中間板１１ｃ
、他側板１１ｂ、前板１１ｅ及び後板１１ｄは、保持部材として機能する。
【００４９】
　前記係合孔２１、案内孔２３および挿通孔２２は、その前後左右の位置が重なるよう、
中心軸線が一致するように形成されている。そして、冷蔵室扉５及び冷凍室扉６の閉状態
で、前記各孔２１，２２，２３の中心軸線と第１ロックピン９及び第２ロックピン１２の
軸線が一致するように設定されている。
【００５０】
　第２ロックピン１２は、軸状の部材であって、一側板１１ａと他側板１１ｂとの間隔よ
りもわずかに長く形成される。第２ロックピン１２の下端には円板状のストッパ２４が形
成されている。ストッパ２４の径は、係合孔２１の径よりも大径に形成され、第２ロック
ピン１２が係合孔２１よりも下方に移動するのを規制している。
【００５１】
　ストッパ２４と中間板１１ｃとの間には、第２ロックピン１２を解錠方向に付勢する付
勢手段としてのスプリング１３が介在される。スプリング１３は、コイルスプリングであ
って、第２ロックピン１２に外嵌されている。スプリング１３は、第１ロックピン９を下
動させて解錠する際、その付勢力と第２ロックピン１２の自重によって第２ロックピン１
２が下動するよう作用する。
【００５２】
　また、一側板１１ａには、下側から手指を挿入可能な操作窓穴２５が形成されている。
第１ロックピン９を下動させて解錠するときに、第２ロックピン１２が保持金具１１に引
っ掛かって解錠しない場合、操作窓穴２５に手指を入れて第２ロックピン１２を引き下げ
ることができる。このとき、第１ロックピン９が下動して冷蔵室扉５の施錠を解除してい
るので、冷蔵室扉５を開けることができ、操作窓穴２５を外部に露出することができ、第
２ロックピン１２の解錠操作を容易に行うことができるようになっている。
【００５３】
　ここで、第２ロックピン１２を保持金具１１に取り付けるには、まず、第２ロックピン
１２にスプリング１３をセットして、下側の一側板１１ａを開いた状態で保持金具１１の
案内孔２３及び挿通孔２２に第２ロックピン１２を挿入し、冶具等を用いて一側板１１ａ
を９０度折り曲げる。その際、一側板１１ａと中間板１１ｃとの間隔（Ｌ）の精度が不十
分になりやすいので、操作部７から位置決め用の係合突起２６が後方に突出され、この係
合突起２６に一側板１１ａの前端を係合させて、間隔Ｌを確保するようにしている。なお
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、一側板１１ａを保持金具１１から分離し、単独で仕切壁に溶接やビス留めすることもで
きる。この場合、保持金具１１は２部品に分けることになる。
【００５４】
　第１ロックピン９は、軸部材から構成され、その軸線を上下方向に向けて配置され、回
転式錠前１０で上下方向に移動操作することにより、冷蔵室扉５の上面の出没穴１５から
出没するようになっている。この第１ロックピン９は、上端部が出没穴１５にスライド自
在に保持されると共に、下端部が回転式錠前１０に接続されている。
【００５５】
　回転式錠前１０は、冷蔵室扉５の表面パネル１６の前面に鍵穴を露出させつつ、表面パ
ネル１６の後側に突出するよう設けられ、その回転軸から軸直角方向に突出する回転レバ
ー１７の先端に第１ロックピン９が回転自在に連結されている。この回転式錠前１０の鍵
穴に鍵を差し込んで回転軸を回転させることにより、回転レバー１７が回転方向に移動し
て、第１ロックピン９を上下方向に移動させることができる。
【００５６】
　また、図２に示すように、回転レバーの回転中心が第１ロックピン９の軸線から左右方
向でずれた位置に配置されており、また、回転レバー１７の先端部が施錠時に回転中心か
ら左右方向で左方向にずれて位置するよう設定されている。これにより、仮に、解錠する
際、第１ロックピン９及び第２ロックピン１２が引っ掛かったとしても、第２ロックピン
１２の上端側にドライバー等の工具を挿入して第１ロックピン９及び第２ロックピン１２
を強制的に下動させれば、第１ロックピン９が軸線方向に移動できるので、解錠すること
ができる。
【００５７】
　また、第１ロックピン９及び回転式錠前１０は、図４に示すように、表面パネル１６と
、発泡スチロールなどの断熱材からなる鍵カバー１８とで囲まれた空間１９に収容され、
その鍵カバー１８が冷蔵室扉５の断熱発泡ウレタン層２０の一部に代えて設けられている
。また、鍵カバー１８を構成する断熱材の厚み（ｔ）は例えば２０ｍｍ以上に設定され、
鍵構造８の周囲の断熱性能を高めて結露を防止している。
【００５８】
　一方、冷凍室扉６の下面に形成された係合凹部１４は、冷凍室扉６の閉状態で、その後
面垂直壁１４ａに第２ロックピン１２が接触するよう、前後方向の位置が設定され、施錠
時に、冷凍室扉６が開くのを阻止している。この係合凹部１４を構成する周壁の内側から
冷凍室扉６の背面までの最短距離（Ｄ）は、例えば４０ｍｍ以上に設定され、その間に断
熱材が充填され、十分な断熱性能を保持して、係合凹部１４における結露を防止している
。
【００５９】
　係合凹部１４の後面垂直壁１４ａの下端部には、下方ほど後側に広がる後傾斜面２７が
形成され、冷凍室扉６の閉止位置に多少のずれが生じたとしても、この後傾斜面２７で第
２ロックピン１２を係合凹部１４に案内することができる。また、後傾斜面２７で案内す
ることによって第２ロックピン１２が係合凹部１４の後面に隙間なく接触し、冷凍室扉６
が冷凍室４の前面開口の周縁に押し付けられて、冷気のシール性能を向上させる。
【００６０】
　係合凹部１４の底部は、施錠時に第２ロックピン１２の上端との間に空間２８ができる
高さに設定される。また、係合凹部１４の前面には、下方ほど前側に広がる前傾斜面２９
が形成されている。前傾斜面２９は、第２ロックピン１２の上端と操作部７の前面上端と
を結ぶラインと平行に形成され、前傾斜面２９に沿って空間２８に工具を挿入可能なよう
、第２ロックピン１２の上端と前傾斜面２９との隙間（ａ）が例えば８ｍｍ以上に設定さ
れる。
【００６１】
　操作部７には、保持金具１１に係合されるパネルから構成され、その裏面には、冷蔵室
２及び冷凍室３の施錠状態又は解錠状態を電子的に検知する検知部３０が設けられている
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。この検知部３０は、電子基板３１から後方に突出するプッシュロッド式のスイッチ３２
を備えており、第２ロックピン１２が上下動してストッパ２４がスイッチ３２を押圧又は
解除することによって作動し、冷蔵庫１の施錠状態又は解錠状態を電子的に検知するよう
になっている。
【００６２】
　次に、上記鍵構造により冷蔵室扉及び冷凍室扉を施錠及び解錠する様子を説明する。ま
ず、回転式錠前１０の鍵穴に鍵を差し込んで図１～図３における右回りに回転させること
により、回転レバー１７を回転方向に移動させて、第１ロックピン９を上向きに移動させ
る。これにより、第１ロックピン９が係合孔２１（図５に記載）に挿入され、保持金具１
１に係合して冷蔵室扉５が施錠される。
【００６３】
　このとき、第１ロックピン９の係合側先端の移動軌跡Ｓ１は、図５に示すように、冷蔵
室扉５の上端出没孔１５の位置から第２ロックピン１２の施錠状態におけるストッパ２４
位置までである。一方、第２ロックピン１２の基端側の移動軌跡Ｓ２は、ストッパ２４の
解錠状態における一側板１１ａとの当接位置から施錠状態におけるストッパ２４位置まで
である。両者の軌跡Ｓ１とＳ２とが重なるように設定されているので、第１ロックピン９
の施錠時には、第２ロックピン１２のストッパ２４を上向きに押動して、第２ロックピン
１２が冷凍室扉６の係合凹部１４に係合し、これにより、冷凍室扉６が施錠される。この
ように、一度の施錠操作で冷蔵室扉５および冷凍室扉６を施錠することができる。
【００６４】
　また、回転式錠前１０の鍵穴に鍵を差し込んで図１～図３における左回りに回転させる
と、回転レバー１７が左回りに回転移動し、第１ロックピン９を下向きに移動させる。こ
れにより、第１ロックピン９と保持金具１１との係合が解除されて冷蔵室扉５が解錠され
る。このとき、第２ロックピン１２は、第１ロックピン９からの拘束を解除されるので、
自重により、またスプリング１３の付勢力により、下向きに押し戻されて係合凹部１４か
ら外れ、冷凍室扉６が解錠される。
【００６５】
　この第２ロックピン１２の動作は、検知部３０により検知されて、施錠状態及び解錠状
態が電子的に認識される。したがって、冷蔵室扉５及び冷凍室扉６がロックされた施錠状
態では、節電モードあるいは盗難防止のセキュリティーモードに設定するなどの電子制御
を行うことができる。
【００６６】
　また、断熱仕切壁２の前面に保持金具１１を取り付けて冷蔵室扉５及び冷凍室扉６の間
に配置し、この保持金具１１に、冷蔵室扉５に設けた第１ロックピン９を係合させると共
に、止め部材１１が保持する第２ロックピン１２を第１ロックピン９で上動させて冷凍室
扉６の係合凹部１４に係合させるので、冷蔵室扉５及び冷凍室扉６が間隔をあけて設けら
れていても、これらを一度の操作で施解錠することができる。
【００６７】
　また、第１ロックピン９及び第２ロックピン１２の二つのロックピンを用いるため、第
１ロックピン９の移動量を小さくすることができ、その分、第１ロックピン９を上下動さ
せる回転式錠前１０の回動レバー１７を短くすることができる。これにより、冷蔵室扉５
のうちの回転式錠前１０を設けるスペースを小さくすることができ、ウレタン層２０の減
少を抑えて、断熱性能の悪化や、断熱発泡ウレタン層２０と表面パネル１６との剥離によ
る冷蔵室扉５の表面の変形を防ぐことができる。
【００６８】
　冷蔵室扉５に設ける第１ロックピン９及び回転式錠前１０は、従来の鍵構造と同じ構造
を採用することができ、新規投資の最小化や、標準化による他機種への展開を可能とする
ことができる。また、鍵構造８を冷蔵庫１の中央に配置することができるので、冷蔵室扉
５及び冷凍室扉６を左右どちらから開く場合でも施錠及び解錠することができる。
【００６９】
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　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内で多くの修正
・変更を加えることができるのは勿論である。例えば、上記実施形態では、第１扉と第２
扉とを上下に配置した構成を例示したが、両扉は左右に並設された構成であってもよい。
また、第１ロックピンおよび第２ロックピンの移動軌跡は、直線状あるいは曲線状のいず
れであってもよい。上記実施形態では、第１ロックピンを係合する止め部材と、第２ロッ
クピンを移動自在に保持する保持部材とが一体的に形成された保持金具を例示したが、こ
れに限らず、図８に示すように、保持部材３３と止め部材３４とを別々に形成してもよい
。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明に係る鍵構造を備えた冷蔵庫の正面図
【図２】鍵構造の正面図（解錠状態）
【図３】鍵構造の正面図（施錠状態）
【図４】鍵構造の側面図（解錠状態）
【図５】鍵構造の側面図（施錠状態）
【図６】保持金具を示す図で、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は底面図、（ｄ
）はＡ－Ａ断面図
【図７】保持金具を組み立てる手順を示す図
【図８】保持金具の別の形態の正面図
【図９】従来の鍵構造の正面図
【符号の説明】
【００７１】
１　　冷蔵庫
２　　断熱仕切
３　　冷蔵室
４　　冷凍室
５　　冷蔵室扉
６　　冷凍室扉
７　　操作部
８　　鍵構造
９　　第１ロックピン
１０　回転式錠前
１１　保持金具
１１ａ　一側板
１１ｂ　他側板
１１ｃ　中間板
１２　第２ロックピン
１３　スプリング
１４　係合凹部
１６　表面パネル
１７　回転レバー
１８　鍵カバー
２１　係合孔
２２　挿通孔
２３　案内孔
２７　後傾斜面
２９　前傾斜面
３０　検知部
３２　スイッチ
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